
 

市政の総合的かつ長期的な指針であり、新居浜市の最上位
計画（最高方針）として、まちづくりの方向性を示すもの 

◆長期総合計画とは 

―あかがねのまち、笑顔輝く― 

産業・環境共生都市 

 
理念１  市民が安全・安心を実感できるまちづくり 
理念２  市民、団体、事業者と行政が一体となったまちづくり 
理念３  市民が郷土に誇りと愛着を持てるまちづくり 
理念４  子どもたちの未来に責任が持てるまちづくり 

まちづくりの理念 
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資料１ 
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持続的発展が 

可能な、活力ある 
産業活動の実現 

 
地域にやさしい、 
地球にやさしい 
暮らしの実現 

 
多様な地域主体が 
自立・連携する 
協働型社会の実現 

 
人が集い、快適で
利便性の高い 
都市の実現 

誰もが健康で 
生きがいと安心感 
のある暮らしの実現 

 

市民の力が育まれ、 
次世代へ継承される 

社会の実現 
 

◆施策体系 



 

政策 

 

施 策 

 

事 務 事 業 

将来都市像・まちづくりの目標・施策
の大綱など、本市が目指す新しいま
ちづくりの基本方向を示すもの 

●基本構想 

●基本計画 
基本構想に基づく施策の大綱を具現
化し、将来都市像を実現するために
基本的施策を体系的に示すもの 

●実施計画 
基本計画に基づき、具体的な
事務事業の実施について作成
するもの 

◆計画の構成 
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Ｈ２３年度 

 
Ｈ２４年度 

 
Ｈ２５年度 

 
Ｈ２６年度 

 
Ｈ２７年度 

 
Ｈ２８年度 

 
Ｈ２９年度 

 
Ｈ３０年度 

 
Ｈ３１年度 

 
Ｈ３２年度 

基  本  構  想 （10年） 

基本計画（10年）※中間年に見直し 

前 期 実 施 計 画    後 期 実 施 計 画 

基本構想、基本計画及び実施計画の計画期間は、平成２３年度を初年度とし、目
標年次を平成３２年度とする１０か年の計画とします。なお、基本計画及び実施計
画については、中間年に見直しを行います。 

◆計画の目標年次 
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長
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（庁内組織） 

見直し素案
の策定 

専
 
門
 
部
 
会 

新 居 浜 市 政 策 懇 談 会 

分科会に 
おける協議 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト 

後 期 
基本計画 
実施計画 


